
決 

議 
  

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
「
新
た
な
日
常
」
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
地
方
創
生
及

び
国
土
強
靱
化
を
推
進
し
、
ス
ト
ッ
ク
効
果
を
早
期
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
項
目
を
計
画
的
か
つ
着
実
に
実
現
す
る
こ
と
。 

 

一
、
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
に
つ
い
て
、
必
要

な
予
算
・
財
源
を
当
初
予
算
も
含
め
た
別
枠
で
の
確
保
と
、
計
画
的
な
事
業
執

行
を
図
る
た
め
の
弾
力
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と 

一
、
災
害
へ
の
備
え
及
び
観
光
等
の
経
済
活
動
復
興
の
た
め
、
人
流
・
物
流
の
活
性

化
に
向
け
た
高
規
格
道
路
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
の
解
消
、
四
車
線
化
等
と 

 
 

ダ
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築 

一
、
策
定
さ
れ
た
広
域
道
路
交
通
計
画
に
基
づ
く
重
要
物
流
道
路
の
更
な
る
指
定
な

ど
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

一
、
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
等
の
利
用
者
目
線
で
の
渋
滞
対
策
の
推
進
、 

 
 

交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
機
能
強
化
及
び
公
共
交
通
の
維
持
・
支
援 

一
、
高
速
道
路
料
金
の
事
業
者
向
け
割
引
の
継
続
、
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
施
設
の
充
実
、 

 
 

及
び
道
路
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
合
わ
せ
た
新
た
な
特
車
通
行
許
可
制
度
の

早
期
実
現 

一
、
子
供
達
の
安
全
・
安
心
を
守
る
た
め
、
通
学
路
等
の
交
通
安
全
対
策
の
強
化
・

推
進
と
必
要
な
予
算
の
別
枠
で
の
確
保 

  

こ
れ
ら
の
項
目
を
踏
ま
え
、
道
路
整
備
・
管
理
が
長
期
安
定
的
に
進
め
ら
れ
る
よ

う
、
新
た
な
財
源
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
令
和
四
年
度
道
路
関
係
予
算
は
、
所
要

額
を
満
額
確
保
す
る
こ
と
。 

 

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日 

全
国
道
路
利
用
者
会
議 

第
七
十
一
回
全
国
大
会 


